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(57)【要約】
【課題】他の利用者端末が保有するコンテンツをコンテ
ンツ再生装置に再生させることができるコンテンツ情報
プログラム、コンテンツ再生装置及びコンテンツ再生シ
ステムを提供する。
【解決手段】スマートフォン３０２は、自装置が保有す
るコンテンツのうち、他装置に公開可能なコンテンツの
公開リスト３０２をＡＶレシーバ１００へ送信する。Ａ
Ｖレシーバ１００は、公開リスト３０２をスマートフォ
ン３０１へ送信する。スマートフォン３０１は、公開リ
スト３０２を表示し、公開リスト３０２の中からコンテ
ンツ名称を利用者に選択させる。すなわち、スマートフ
ォン３０１の利用者は、スマートフォン３０２が保有す
るコンテンツを選択することができる。スマートフォン
３０１は、利用者が選択したコンテンツ名称の再生要求
をＡＶレシーバ１００へ送信する。ＡＶレシーバ１００
は、受信した再生要求に従ってコンテンツを再生する。

【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを保有する利用者端末に所定の処理を実行させるコンテンツ情報プログラム
であって、
　前記コンテンツの第１リストをコンテンツ再生装置へ送信するステップと、
　前記コンテンツ再生装置から、他の利用者端末が保有するコンテンツの第２リストと、
前記第１リストとを併合した共有リストを受信するステップと、
　前記共有リストを表示するステップと、
　表示された前記共有リストのコンテンツのうち、再生対象となるコンテンツの選択操作
を受け付けるステップと、
　前記再生対象となるコンテンツの再生要求を前記コンテンツ再生装置へ送信するステッ
プと、
　を前記利用者端末に実行させるコンテンツ情報プログラム。
【請求項２】
　前記利用者端末に、前記他の利用者端末への公開を許可するコンテンツの選択操作を受
け付けるステップを実行させ、
　前記第１リストは、公開が許可されたコンテンツの公開リストである、
　請求項１に記載のコンテンツ情報プログラム。
【請求項３】
　前記コンテンツ再生装置から認証情報を無線で受信するステップと、
　前記認証情報に対する応答として接続要求を無線で送信するステップと、
　前記接続要求に対する応答を無線で受信して前記コンテンツ再生装置との接続を確立す
るステップと、を前記利用者端末に実行させ、
　前記第１リスト及び前記共有リストは、前記コンテンツ再生装置との接続の確立後に送
受信される、
　請求項１又は２に記載のコンテンツ情報プログラム。
【請求項４】
　コンテンツを保有する複数の利用者端末に接続されるコンテンツ再生装置であって、
　各利用者端末が保有するコンテンツの各リストを受信するリスト受信部と、
　前記リスト受信部が受信する各リストを併合した共有リストを各利用者端末へ送信する
リスト送信部と、
　各利用者端末に表示された共有リストのコンテンツのうち、再生対象となるコンテンツ
の再生要求を各利用者端末から受信する再生要求受信部と、
　前記再生要求受信部が受信した再生要求に示すコンテンツを、該コンテンツを保有する
利用者端末から取得し、取得したコンテンツを再生する再生部と、
　を備えるコンテンツ再生装置。
【請求項５】
　コンテンツを保有する複数の利用者端末と、各利用者端末に接続されるコンテンツ再生
装置とを備えるコンテンツ再生システムであって、
　前記利用者端末は、
　自端末が保有するコンテンツのリストを前記コンテンツ再生装置へ送信するリスト送信
部と、
　各利用者端末が保有するコンテンツの各リストを併合した共有リストを前記コンテンツ
再生装置から受信するリスト受信部と、
　前記リスト受信部が受信した共有リストを表示する表示部と、
　前記表示部が表示した共有リストのコンテンツのうち、再生対象となるコンテンツを選
択する操作を受け付ける受付部と、
　前記再生対象となるコンテンツの再生要求を送信する再生要求送信部と、
　を備え、
　前記コンテンツ再生装置は、
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　前記利用者端末の前記再生要求送信部が送信した再生要求に示すコンテンツを、該コン
テンツを保有する利用者端末から取得し、取得したコンテンツを再生する再生部、
　を備える、
　コンテンツ再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者端末が保有するコンテンツの情報を扱うコンテンツ情報プログラムと
、利用者端末から取得したコンテンツを再生するコンテンツ再生装置と、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　利用者端末が保有するコンテンツの情報を扱うコンテンツ情報プログラムと、利用者端
末から取得したコンテンツを再生するコンテンツ再生装置と、に関し、例えば、特許文献
１には、コンテンツとして音声データを記憶する３台のソース機器（利用者端末）と、各
ソース機器から取得した音声データを再生するシンク機器（コンテンツ再生装置）とから
なるコンテンツ再生システムが開示されている。
【０００３】
　より具体的には、特許文献１に開示されたコンテンツ再生システムでは、利用者端末が
実行するコンテンツ情報プログラムは、自端末が保有するコンテンツの再生要求をコンテ
ンツ再生装置へ送信する。そして、コンテンツ再生装置は、各利用者端末から再生要求を
受信すると、各再生要求に示す各コンテンツ名を含む再生リストを作成及び更新する。コ
ンテンツ再生装置は、再生リストに従ってコンテンツを再生する。これにより、各利用者
端末の利用者は、コンテンツを共有で視聴することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１２／１１７４５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されたコンテンツ再生システムでは、利用者端末が実
行するコンテンツ情報プログラムは、該利用者端末が保有するコンテンツの再生要求のみ
を送信するので、他の利用者端末が保有するコンテンツをコンテンツ再生装置に再生させ
ることができない。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、他の利用者端末が保有するコンテンツをコンテンツ再生装置
に再生させることができる利用者端末のコンテンツ情報プログラム、当該コンテンツ再生
装置、及び当該コンテンツ再生装置を含むコンテンツ再生システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のコンテンツ再生システムは、コンテンツを保有する複数の利用者端末と、各利
用者端末に接続されるコンテンツ再生装置とを備える。ただし、コンテンツの保有の態様
は、利用者端末が自端末にコンテンツを記憶する態様に限らず、利用者端末に接続するサ
ーバが当該利用者端末用のコンテンツを記憶する態様であっても構わない。
【０００８】
　また、本発明は、コンテンツ再生システムに限らず、コンテンツ再生装置、及び利用者
端末に実行されるコンテンツ情報プログラムであっても構わない。
【０００９】
　利用者端末は、自端末が保有するコンテンツのリストをコンテンツ再生装置へ送信する
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リスト送信部と、各利用者端末が保有するコンテンツの各リストを併合した共有リストを
前記コンテンツ再生装置から受信するリスト受信部と、リスト受信部が受信した共有リス
トを表示する表示部と、表示部が表示した共有リストのコンテンツのうち、再生対象とな
るコンテンツを選択する操作を受け付ける受付部と、再生対象となるコンテンツの再生要
求を送信する再生要求送信部と、を備える。
【００１０】
　コンテンツ再生装置は、前記利用者端末の前記再生要求送信部が送信した再生要求に示
すコンテンツを、該コンテンツを保有する利用者端末から取得し、取得したコンテンツを
再生する再生部を備える。
【００１１】
　本発明のコンテンツ再生システムでは、コンテンツ情報プログラムは、共有リストに含
まれるリストであって、他の利用者端末が保有するコンテンツのリストを表示するので、
表示されたリストのコンテンツの再生要求を送信することで、他の利用者端末が保有する
コンテンツをコンテンツ再生装置に再生させることができる。
【００１２】
　また、コンテンツ情報プログラムは、利用者端末に、他の利用者端末への公開を許可す
るコンテンツの選択操作を受け付けるステップを実行させ、利用者端末が送信するリスト
は、公開が許可されたコンテンツの公開リストであっても構わない。
【００１３】
　これにより、利用者端末の利用者は、他の利用者端末の利用者に視聴させたいコンテン
ツのみを、選択することができる。
【００１４】
　また、コンテンツ再生システムでは、利用者端末は、コンテンツ再生装置から認証情報
を無線で受信し、認証情報に対する応答として接続要求を無線で送信することで、コンテ
ンツ再生装置との接続を確立してもよい。さらに、利用者端末は、認証情報を用いて接続
を確立した後に、リスト及び共有リストを送信してもよい。
【００１５】
　この態様では、利用者端末は、接続パスワード等の操作入力を必要とせずに、無線に応
答するのみで、コンテンツ再生装置と接続できる。同様に、他の利用者端末も、受信した
電波に応答するのみで、コンテンツ再生装置と接続できる。これにより、複数の利用者端
末は、コンテンツ再生装置が出力する電波の範囲に位置するだけで、それぞれコンテンツ
再生装置と接続する接続グループを確立することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、他の利用者端末が保有するコンテンツをコンテンツ再生装置に再生さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係るコンテンツ再生システムの概要を説明するための図であ
る。
【図２】（Ａ）は、スマートフォンの構成の一部を示すハードウェアブロック図であり、
（Ｂ）は、ＡＶレシーバの構成の一部を示すハードウェアブロック図である。
【図３】コンテンツ再生システムにおける各スマートフォン及びＡＶレシーバの動作を示
すフローチャートである。
【図４】（Ａ）は、接続確立処理例を説明するためのコンテンツ再生システムの模式的な
平面設置図であり、（Ｂ）は、接続確立処理例を説明するためのスマートフォン及びＡＶ
レシーバの各動作を示すフローチャートである。
【図５】共有リストの作成処理例を説明するための各スマートフォン及びＡＶレシーバの
各動作を示すフローチャートである。
【図６】公開リストの作成時におけるスマートフォンの表示例を示す図である。
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【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ公開リストの例を示す図であり、（Ｃ）は、共有
リストの例を示す図であり、（Ｄ）は、再生リストの例を示す図である。
【図８】再生すべき楽曲データを選択する際のスマートフォンの表示例を示す図である。
【図９】共有リストの変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　実施形態１に係るコンテンツ再生システム９００について、図１、図２（Ａ）、及び図
２（Ｂ）を用いて説明する。図１は、コンテンツ再生システム９００の概要を説明するた
めの図である。図２（Ａ）は、スマートフォン３０１の構成の一部を示すハードウェアブ
ロック図であり、図２（Ｂ）は、ＡＶレシーバ１００の構成の一部を示すハードウェアブ
ロック図である。
【００１９】
　図１に示すように、コンテンツ再生システム９００は、ＡＶレシーバ１００と、２台の
スピーカ２００Ｌ及びスピーカ２００Ｒと、３台のスマートフォン３０１、スマートフォ
ン３０２及びスマートフォン３０３と、を備えるものである。ＡＶレシーバ１００と、ス
マートフォン３０１、スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３とは、例えばＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格で接続される。ただし、ＡＶレシーバ１００と、スマー
トフォン３０１、スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３との接続は、他の規格
（例えばＷｉ－Ｆｉ（登録商標））で行われてもよい。
【００２０】
　ＡＶレシーバ１００は、コンテンツ再生装置に相当する。スマートフォン３０１、スマ
ートフォン３０２及びスマートフォン３０３は、利用者端末に相当する。ただし、コンテ
ンツ再生装置は、オーディオプレーヤ及びヘッドフォン型プレーヤ等であっても構わない
。利用者端末は、電話機能を有さない音楽端末及びウェアラブル端末であっても構わない
。以下、スマートフォン３０１、スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３をスマ
ートフォン３０１～３０３と省略して説明する。
【００２１】
　コンテンツ再生システム９００では、スマートフォン３０１～３０３は、それぞれコン
テンツを保有する。スマートフォン３０１～３０３は、それぞれ、ＡＶレシーバ１００に
コンテンツを再生させるための再生要求をＡＶレシーバ１００へ送信する。ＡＶレシーバ
１００は、再生要求を受信すると、再生要求に示すコンテンツをスマートフォン３０１～
３０３のいずれかから受信しつつ、当該コンテンツを再生する。
【００２２】
　本実施形態に係るコンテンツ再生システム９００では、スマートフォン３０１は、自端
末が保有するコンテンツのみならず、他端末（スマートフォン３０２及びスマートフォン
３０３）が保有するコンテンツをＡＶレシーバ１００に再生させることができる。同様に
、スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３は、それぞれに、他端末が保有するコ
ンテンツをＡＶレシーバ１００に再生させることができる。
【００２３】
　以下、本実施形態では、コンテンツを楽曲データとして説明するが、コンテンツは映像
データであっても構わない。
【００２４】
　次に、コンテンツ再生システム９００の構成について説明する。図２（Ａ）に示すよう
に、スマートフォン３０１は、タッチパネル３１と、ディスプレイ３２と、プロセッサ３
３と、メモリ３４と、無線モジュール３５とを備えている。各構成は共通のＢＵＳに接続
されている。
【００２５】
　スマートフォン３０１のプロセッサ３３は、他の各構成を統括的に制御する。無線モジ
ュール３５は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格による情報の送受信を実現する。タ
ッチパネル３１は、利用者からの操作入力の受け付けを実現する。スマートフォン３０１
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は、タッチパネル３１とディスプレイ３２とでＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を実現する。メモリ３４は、コンテンツとして楽曲データを記憶す
る。メモリ３４は、プログラムを記憶する。メモリ３４に記憶されるプログラムは、プロ
セッサ３３によって実行される。このプログラムの実行により、他端末（スマートフォン
３０２及びスマートフォン３０３）が保有する楽曲データを、ＡＶレシーバ１００に再生
させる機能が実現される。
【００２６】
　スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３は、それぞれスマートフォン３０１の
各構成を備える。すなわち、スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３は、スマー
トフォン３０１と同様に、それぞれＧＵＩを実現する。スマートフォン３０２及びスマー
トフォン３０３は、スマートフォン３０１と同様に、楽曲データを記憶する。
【００２７】
　図２（Ｂ）に示すように、ＡＶレシーバ１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１と、メモリ２と、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）３と、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＨＤＭＩは登録商標））４と、無線モジュール５と、Ａ
ＭＰ（Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）６と、を備える。各構成は、共通のＢＵＳに接続されている
。
【００２８】
　ＤＳＰ３は、音声データに対する各種音響処理のためのプロセッサである。ＨＤＭＩ４
は、楽曲データを含むコンテンツデータを送受信するためのインターフェースである。無
線モジュール５は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の通信を実現する。ＡＭＰ６は
、音声信号を増幅する回路である。ＡＭＰ６によって増幅された音声信号は、スピーカ２
００Ｌ及びスピーカ２００Ｒへ出力される。
【００２９】
　メモリ２は、プログラムと、スマートフォン３０１～３０３から送信される公開リスト
とを記憶する。ＣＰＵ１は、メモリ２からプログラムを読み出し、読み出したプログラム
を実行する。公開リストの併合機能を含むＡＶレシーバ１００の各機能は、当該プログラ
ムの実行により実現される。公開リストの併合機能は後述する。
【００３０】
　次に、図３を用いて、コンテンツ再生システム９００におけるＡＶレシーバ１００、ス
マートフォン３０１、及びスマートフォン３０２の各動作を説明する。図３は、ＡＶレシ
ーバ１００、スマートフォン３０１、及びスマートフォン３０２の各動作を示すフローチ
ャートである。ただし、図３の点線矢印は、情報の送信方向を示す。また、スマートフォ
ン３０３の動作の説明は省略する。
【００３１】
　スマートフォン３０１、スマートフォン３０２及びＡＶレシーバ１００は、まず、ＡＶ
レシーバ１００が親機となり、スマートフォン３０１及びスマートフォン３０２が子機と
なる態様で接続するために、接続確立処理を行う（Ｓ１００）。
【００３２】
　接続確立処理例について、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）を用いて説明する。図４（Ａ）は
、接続確立処理例を説明するためのコンテンツ再生システム９００の模式的な平面設置図
であり、図４（Ｂ）は、接続確立処理例を説明するためのスマートフォン３０１及びＡＶ
レシーバ１００の各動作を示すフローチャートである。
【００３３】
　図４（Ａ）に示すように、ＡＶレシーバ１００は、自装置の周囲にビーコン９００Ｂを
所定時間（例えば１秒）毎に出力している。ビーコン９００Ｂは、例えば、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ規格（ただし、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは登録商標）に適合す
る電波である。ビーコン９００Ｂの出力は、ＡＶレシーバ１００のプログラムが無線モジ
ュール５を制御することで、実現される。
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【００３４】
　ビーコン９００Ｂは、ＡＶレシーバ１００から例えば１０ｍの範囲内のみに到達する。
図４（Ａ）に示す例では、スマートフォン３０１とＡＶレシーバ１００との距離ｄ０１が
１０ｍ以下であるので、ビーコン９００Ｂは、スマートフォン３０１に到達する。同様に
、ビーコン９００Ｂは、ＡＶレシーバ１００から距離ｄ０２（ただし、ｄ０２≦１０ｍ）
だけ離れたスマートフォン３０２に到達する。ビーコン９００Ｂは、ＡＶレシーバ１００
から距離ｄ０３（ただし、ｄ０３＞１０ｍ）だけ離れたスマートフォン３０３には到達し
ない。
【００３５】
　ＡＶレシーバ１００は、ビーコンが到達する範囲に位置する各スマートフォンを、同じ
空間に位置するものとして扱う。図４（Ａ）に示す例では、ＡＶレシーバ１００は、スマ
ートフォン３０１とスマートフォン３０２とが同じ空間に位置するものとして扱う。
【００３６】
　ビーコン９００Ｂには、各スマートフォン３０１，３０２がＡＶレシーバ１００に接続
するための認証情報が含まれる。認証情報としては、例えば、接続ＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）である。この認証情報は、ＡＶレシーバ１００のメモリ２に予め記憶されている
。
【００３７】
　接続確立処理では、まず、スマートフォン３０１は、認証情報を含むビーコン９００Ｂ
を受信したか否かを判断する（Ｓ１０１）。すなわち、スマートフォン３０１のプロセッ
サ３３によって実行されるプログラムは、無線モジュール３５を制御することで、ビーコ
ン９００Ｂを受信したか否かを判断する。スマートフォン３０１は、ビーコン９００Ｂを
受信していない場合（Ｓ１０１：ＮＯ）、ビーコン９００Ｂを受信するまで待機する。
【００３８】
　スマートフォン３０１は、ビーコン９００Ｂを受信した場合（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、接
続要求を応答としてＡＶレシーバ１００へ送信する（Ｓ１０２）。具体的には、スマート
フォン３０１のプログラムは、無線モジュール３５を制御することで、ステップＳ１０１
で受信したビーコン９００Ｂに含まれる認証情報を接続要求に含めた無線であって、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ規格に適合する無線を出力させる。接続要求には
、認証情報以外に、スマートフォン３０１の識別情報（例えば端末名、ネットワークアド
レス、及び予め設定された利用者名）も含まれる。
【００３９】
　なお、スマートフォン３０１は、接続要求を送信する前に、ＧＵＩを用いて接続要求を
送信すべきか否かを利用者に選択させてもよい。
【００４０】
　ＡＶレシーバ１００は、スマートフォン３０１から送信された接続要求を受信すると（
Ｓ１１１）、接続グループの管理処理を行う（Ｓ１１２）。接続グループとは、ＡＶレシ
ーバ１００と接続されるスマートフォンのグループである。接続グループの管理処理とは
、各スマートフォンがＡＶレシーバ１００に接続されているか否かの情報を管理する処理
である。
【００４１】
　具体的には、図４（Ａ）に示す例では、スマートフォン３０１及びスマートフォン３０
２がＡＶレシーバ１００とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ規格で接続可能で
あるので、ＡＶレシーバ１００は、スマートフォン３０１及びスマートフォン３０２の識
別情報（端末名等）を接続グループ情報に追加する（Ｓ１１２）。
【００４２】
　なお、ＡＶレシーバ１００は、接続グループの管理処理を所定時間（例えば３０秒）毎
に行い、接続グループの識別情報に示すスマートフォンが接続可能か否かを判断する。Ａ
Ｖレシーバ１００は、スマートフォンが接続できなくなっている場合、接続グループ情報
から当該スマートフォンに対応する識別情報を削除する。
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【００４３】
　次に、ＡＶレシーバ１００は、接続要求に対する応答をスマートフォン３０１へ送信す
る（Ｓ１１３）。スマートフォン３０１は、その応答を受信する（Ｓ１０３）。これによ
り、ＡＶレシーバ１００とスマートフォン３０１との接続確立処理は終了する。
【００４４】
　なお、接続要求に含まれる認証情報がＡＶレシーバ１００のメモリ２に記憶されている
ものと異なる場合、ＡＶレシーバ１００のプログラムは、ステップＳ１１２において当該
接続要求の送信元を接続グループに追加せず、当該送信元と通信を行わない。
【００４５】
　図３に戻り、接続確立処理が終了すると（Ｓ１００）、コンテンツ再生システム９００
は、共有可能コンテンツの共有リストの作成処理を行う（Ｓ２００）。
【００４６】
　共有リストの作成処理例について、図５のフローチャートを用いて説明する。共有リス
トとは、各スマートフォンが作成した各公開リストを併合したリストである。公開リスト
とは、スマートフォンが保有する楽曲データの楽曲名のうち、他のスマートフォンに公開
可能な楽曲データの楽曲名を含むリストである。ただし、公開可能とは、他端末において
表示されることで、選択可能であることを示す。表示された楽曲名は、利用者に選択され
ると、対応する楽曲データが再生対象となる。共有リストは、各スマートフォンに参照可
能に共有される。
【００４７】
　図５に示すように、共有リストの作成処理では、まず、スマートフォン３０１は、公開
リスト３０１Ｌを作成する（Ｓ２０１）。例えば、スマートフォン３０１のプログラムは
、スマートフォン３０１が保有する楽曲データの楽曲名のうち、スマートフォン３０２及
びスマートフォン３０３において表示されてもよい楽曲名を含むリストを公開リスト３０
１Ｌとして作成する。具体的には、スマートフォン３０１のメモリ３４は、楽曲データと
、楽曲名と、該楽曲名が他端末に公開可能か否かを示す共有情報と、を予め対応付けて記
憶している。スマートフォン３０１のプログラムは、メモリ３４を参照し、共有情報が公
開可能であることを示す楽曲名を特定し、当該楽曲名を含む公開リスト３０１Ｌを作成す
る。ただし、楽曲データの記憶場所は、メモリ３４に限らず、例えばスマートフォン３０
１が接続されるインターネット上のサーバであっても構わない。
【００４８】
　スマートフォン３０１は、公開リスト３０１Ｌを作成する際に、ＧＵＩを用いて利用者
に他端末に公開可能な楽曲名を選択させてもよい。例えば、図６のスマートフォン３０１
の表示例に示すように、スマートフォン３０１のプログラムは、ディスプレイ３２の表示
領域４０１に、いずれの楽曲名を他端末に公開可能とするかを選択することで公開リスト
３０１Ｌを作成する旨を表示させる。スマートフォン３０１のプログラムは、図６に示す
ように、表示領域４０２に、スマートフォン３０１が保有する複数の楽曲データの各楽曲
名４０３を、選択ボックス４０４と並べて表示させる。スマートフォン３０１のプログラ
ムは、タッチパネル３２が受け付けたタッチ位置の選択ボックス４０４に対応する楽曲名
４０３を公開リスト３０１Ｌに含め、公開リスト３０１Ｌをメモリ３４に記憶させる。
【００４９】
　図６に示す例では、スマートフォン３０１が保有する複数の楽曲データのうち、楽曲名
１～７が表示領域４０２に表示されている。利用者は、楽曲名１に対応する選択ボックス
４０４と、楽曲名３に対応する選択ボックス４０４と、楽曲名５に対応する選択ボックス
４０４とをタッチ操作で選択している。これにより、公開リスト３０１Ｌには、楽曲名１
、楽曲名３、及び楽曲名５が含まれるようになる。
【００５０】
　スマートフォン３０１は、公開リスト３０１Ｌを作成すると（Ｓ２０１）、図５に示す
ように、作成した公開リスト３０１ＬをＡＶレシーバ１００へ送信する（Ｓ２０２）。具
体的には、スマートフォン３０１のプログラムは、無線モジュール３５を制御することで
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、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ規格の通信でＡＶレシーバ１００へ公開リ
スト３０１Ｌを送信する。
【００５１】
　同様に、スマートフォン３０２も、自装置が保有する楽曲データに応じた公開リスト３
０２Ｌを作成し（Ｓ２２１）、作成した公開リスト３０２ＬをＡＶレシーバ１００へ送信
する（Ｓ２２２）。
【００５２】
　ＡＶレシーバ１００は、スマートフォン３０１及びスマートフォン３０２から、各公開
リスト３０１Ｌ，３０２Ｌを受信する（Ｓ２１１）と、受信した各公開リスト３０１Ｌ，
３０２Ｌを併合することで共有リストを作成する（Ｓ２１２）。
【００５３】
　ＡＶレシーバ１００による公開リストの併合について、図７を用いて説明する。図７（
Ａ）は、ＡＶレシーバ１００がスマートフォン３０１から受信した公開リスト３０１Ｌを
示す図である。図７（Ｂ）は、ＡＶレシーバ１００がスマートフォン３０２から受信した
公開リスト３０２Ｌを示す図である。図７（Ｃ）は、共有リストを示す図であり、具体的
には公開リスト３０１Ｌと公開リスト３０２Ｌとの併合後のリストを示す図である。ただ
し、スマートフォン３０１では、スマートフォン３０１が保有する楽曲データの楽曲名の
うち、楽曲名１、楽曲名３、及び楽曲名５が他端末に公開可能な楽曲名として設定されて
いるものとし、スマートフォン３０２では、スマートフォン３０２が保有する楽曲データ
の楽曲名のうち、楽曲名１２と楽曲名１４とが他端末に公開可能な楽曲名として設定され
ているものとする。
【００５４】
　公開リスト３０１Ｌには、図７（Ａ）に示すように、楽曲名１、楽曲名３、及び楽曲名
５が含まれている。公開リスト３０２Ｌには、図７（Ｂ）に示すように、楽曲名１２及び
楽曲名１４が含まれている。図７（Ｃ）に示すように、共有リストには、公開リスト３０
１Ｌ及び公開リスト３０２Ｌに含まれる楽曲名が含まれている。すなわち、図７（Ｃ）に
示す例では、共有リストには、楽曲名１、楽曲名３、楽曲名５、楽曲名１２、及び楽曲名
１４が含まれている。図７（Ｃ）に示す共有リストでは、各楽曲名は、保有端末情報と対
応付けられている。保有端末情報とは、楽曲名の楽曲データを保有する端末（スマートフ
ォン）の識別情報である。図７（Ｃ）に示す例では、保有端末情報として、端末名称を用
いている。
【００５５】
　ＡＶレシーバ１００は、受信した各公開リスト３０１Ｌ，３０２Ｌを併合することで共
有リストを作成すると（Ｓ２１２）、図５に示すように、作成した共有リストをスマート
フォン３０１及びスマートフォン３０２へ送信する（Ｓ２１３）。スマートフォン３０１
及びスマートフォン３０２は、ＡＶレシーバ１００から共有リストを受信する（Ｓ２０３
及びＳ２２３）。
【００５６】
　図３に戻り、スマートフォン３０１は、共有リストの作成が終わると（Ｓ２００）、再
生すべき楽曲データの楽曲名を利用者に選択させる（Ｓ３０１）。具体的には、スマート
フォン３０１のプログラムは、ＧＵＩを用いて、楽曲名を利用者に選択させる。例えば、
図８のスマートフォン３０１の表示例に示すように、スマートフォン３０１のプログラム
は、ディスプレイ３２を制御することで、表示領域４１１に再生対象の楽曲名を選択させ
る旨を表示させる。スマートフォン３０１のプログラムは、表示領域４１２に図７（Ｃ）
に示す共有リストを表示させる。すなわち、スマートフォン３０１のプログラムは、楽曲
名４１３と保有端末４１４とを対応付けたリストを表示領域４１２に表示させる。スマー
トフォン３０１の利用者は、表示領域４１２に表示された楽曲名４１３を選択する。なお
、スマートフォン３０１は、複数の楽曲名を選択する操作を受け付けてもよい。
【００５７】
　次に、スマートフォン３０１は、再生すべき楽曲データの楽曲名を利用者に選択させる
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と（Ｓ３０１）、図５に示すように、再生要求を送信する（Ｓ３０２）。より具体的には
、スマートフォン３０１のプログラムは、タッチパネル３１が受け付けたタッチ位置に表
示される楽曲名を特定する。そして、スマートフォン３０１のプログラムは、無線モジュ
ール３５を制御することで、特定した楽曲名を含む再生要求をＡＶレシーバ１００へ送信
させる。
【００５８】
　同様に、スマートフォン３０２は、共有リストに含まれる楽曲名を選択させる操作を受
け付け（Ｓ３２１）、選択された楽曲名を含む再生要求をＡＶレシーバ１００へ送信する
（Ｓ３２２）。ただし、図３に示す処理例では、スマートフォン３０２は、スマートフォ
ン３０１が再生要求を送信したタイミングより後のタイミングで、再生要求を送信したも
のとする。
【００５９】
　ＡＶレシーバ１００は、スマートフォン３０１及びスマートフォン３０２から順に再生
要求を受信する（Ｓ３１１）。そして、ＡＶレシーバ１００は、各再生要求を受信すると
（Ｓ３１１）、各再生要求に含まれる楽曲名を含む再生リストを作成する（Ｓ３１２）。
例えば、ＡＶレシーバ１００は、各再生要求を受信した順に、各再生要求に含まれる楽曲
名を並べることで再生リストを作成する。図３に示す例では、図７（Ｄ）に示す再生リス
トが作成されたものとする。すなわち、楽曲名１２を含む再生要求、楽曲名１を含む再生
要求、楽曲名１４を含む再生要求、楽曲名３を含む再生要求、及び楽曲名５を含む再生要
求が順にＡＶレシーバ１００に受信されたものとする。従って、再生リストの先頭は楽曲
名１２であり、再生リストの最後尾は楽曲名５である。
【００６０】
　ＡＶレシーバ１００は、再生リストを作成すると（Ｓ３１２）、楽曲データ取得要求を
送信する（Ｓ３１３）。図３に示す例では、再生リストの先頭の楽曲名１２は、スマート
フォン３０１が送信した再生要求に含まれ、楽曲名１２の楽曲データは、スマートフォン
３０１と異なるスマートフォン３０２に保有されているものとする。従って、ＡＶレシー
バ１００は、楽曲名１２の楽曲データを取得する要求をスマートフォン３０２へ送信する
（Ｓ３１３）。ただし、ＡＶレシーバ１００は、共有リスト（図７（Ｃ）を参照）を参照
することで、楽曲名１２の楽曲データを保有しているスマートフォンを特定する。
【００６１】
　スマートフォン３０２のプログラムは、無線モジュール３５が楽曲データ取得要求を受
信すると（Ｓ３２３）、無線モジュール３５を制御することで、当該楽曲データ取得要求
に含まれる楽曲名に示す楽曲データをＡＶレシーバ１００へ送信させる（Ｓ３２４）。な
お、スマートフォン３０２のプログラムは、マルチタスク動作を行うことで、楽曲データ
の送信中に（Ｓ３２４）、共有リストの作成処理（Ｓ２００）及び他の楽曲データの再生
要求処理（Ｓ３０１、Ｓ３０２）を行ってもよい。
【００６２】
　ＡＶレシーバ１００は、スマートフォン３０２から楽曲データを受信しつつ、該楽曲デ
ータを再生する（Ｓ３１４）。すなわち、ＡＶレシーバ１００は、受信する楽曲データに
対してＤＳＰ３による所定の音響処理を行い、ＡＭＰ６によって増幅された音声信号をス
ピーカ２００Ｌ及びスピーカ２００Ｒから出力させる。
【００６３】
　なお、ＡＶレシーバ１００は、楽曲名１２の楽曲データの再生を終えると、再生リスト
の先頭の楽曲名１２を削除し、新たな先頭の楽曲名１の楽曲データの再生を行う。また、
ＡＶレシーバ１００は、楽曲データの再生中に、再生要求を受信すると、再生リストを更
新する処理を行う。
【００６４】
　本実施形態に係るコンテンツ再生システム９００では、スマートフォン３０１のプログ
ラムは、他端末（スマートフォン３０２）が保有する楽曲データの楽曲名を含む共有リス
ト３０１をディスプレイ３２に表示させ、表示された楽曲名を含む再生要求をＡＶレシー
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バ１００へ送信させることで、他端末が保有する楽曲データをＡＶレシーバ１００に再生
させることができる。
【００６５】
　ただし、再生対象となる楽曲データの楽曲名を選択する操作は、ＡＶレシーバ１００に
よって受け付けられてもよい。具体的には、ＡＶレシーバ１００は、共有リストを表示す
る表示部と、表示された共有リストに含まれる楽曲名を選択する操作を受け付ける受付部
とを備え、利用者から再生リストに追加すべき楽曲名の選択操作を受け付けてもよい。
【００６６】
　また、本実施形態に係るコンテンツ再生システム９００では、共有リストに含まれる楽
曲名の楽曲データのみが再生対象となる。すなわち、各スマートフォン３０１～３０３の
公開リストに含まれる楽曲名の楽曲データのみが再生対象となる。これにより、例えば、
スマートフォン３０１の利用者は、スマートフォン３０２及びスマートフォン３０３の利
用者が存在するＡＶレシーバ１００の設置環境で再生させたい楽曲データのみをスマート
フォン３０２及びスマートフォン３０３の利用者に選択させることができる。
【００６７】
　ただし、本実施形態において、公開リストを作成することは必須ではない。本実施形態
は、スマートフォン３０１のプログラムが、スマートフォン３０１が保有する全ての楽曲
データの楽曲名からなるリストをＡＶレシーバ１００へ送信し、ＡＶレシーバ１００が、
スマートフォン３０１が保有する全ての楽曲データの楽曲名を含むように共有リストを作
成する態様であっても構わない。
【００６８】
　また、本実施形態に係るコンテンツ再生システム９００では、スマートフォン３０１は
、ＡＶレシーバ１００が出力するビーコンの受信範囲に位置するのみで、パスワード等の
入力操作を求めることなく、接続グループを確立することができる。
【００６９】
　なお、上述の例は、コンテンツが楽曲データであったが、各スマートフォン３０１～３
０３がコンテンツとして映像データを保有する場合、ＡＶレシーバ１００は、各スマート
フォン３０１～３０３から送信される映像データをＨＤＭＩ４に接続される表示装置に出
力する。
【００７０】
　次に、変形例に係る共有リストについて、図９を用いて説明する。上述の例では、ＡＶ
レシーバ１００は、各公開リストに含まれる楽曲名を並べたのみで共有リストを作成した
が、接続グループに属する全てのスマートフォンで保有する楽曲データの頻度と楽曲名と
を対応付けて共有リストを作成してもよい。ここで、頻度とは、楽曲データを保有するス
マートフォンの台数を示す。
【００７１】
　例えば、ＡＶレシーバ１００に１０台のスマートフォン３０１～３１０が接続されてい
るものとする。そして、スマートフォン３０１～３１０のうち、８台のスマートフォンが
楽曲名３の楽曲データを保有し、スマートフォン３０１～３１０のうち、１台のスマート
フォンが楽曲名１２の楽曲データを保有しているものとする。ただし、楽曲名３及び楽曲
名１２は、各スマートフォンの公開リストに含まれていたものとする。
【００７２】
　上述の例において、共有リストでは、図９に示すように、頻度８と、楽曲名３とが対応
付けられる。共有リストでは、頻度１と、楽曲名１２とが対応付けられる。各スマートフ
ォン３０１～３１０のプログラムは、図９に示す共有リストを表示する。これにより、各
スマートフォン３０１～３１０の利用者は、１０人の利用者中、ほとんどの利用者（８名
の利用者）が楽曲名３の楽曲データを保有し、楽曲名１２の楽曲データを保有している利
用者がほとんど存在しないことを認識できる。従って、利用者は、保有している人が多い
コンテンツを選択したり、保有している人が少ないコンテンツを選択したりすることがで
きる。
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【００７３】
　上述の例は、コンテンツ再生装置として音声信号を外部のスピーカへ出力するＡＶレシ
ーバを用いて説明したが、コンテンツ再生装置は、スピーカを備えるものであってもかま
わない。また、コンテンツ再生装置は、室内に設置されるものに限らず、例えば車内に設
置されるカーオーディオ装置であってもかまわない。
【符号の説明】
【００７４】
１００…ＡＶレシーバ
２００Ｌ，２００Ｒ…スピーカ
３０１，３０２，３０３…スマートフォン
１…ＣＰＵ
２…メモリ
３…ＤＳＰ
４…ＨＤＭＩ（登録商標）
５…無線モジュール
６…ＡＭＰ
３１…タッチパネル
３２…ディスプレイ
３３…プロセッサ
３４…メモリ
３５…無線モジュール

【図１】 【図２】
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【図９】
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